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乳幼児用玩具（３歳未満向け玩具）の技術基準

⚫ 乳幼児用玩具の技術基準は、技術基準省令において以下のとおり規定。

⚫ ISO, EN, ASTMといった国際規格に整合していれば技術基準適合とみなす旨、解釈通達で示した。

１ 使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度及び安定性を有すること。

２ 乳幼児が触れるおそれのある縁、突起、ひも、ケーブル又は締め付ける器具は、接触による身体上の損傷のおそれがないこと。

３ 可動部分を有する玩具は、使用に伴い、身体上の損傷のおそれがないこと。

４⑴ 頸部を圧迫するおそれがないこと。

⑵ 口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがないこと。

⑶ 口、咽頭及び気道を閉塞することによる窒息のおそれがない大きさであること。

⑷ 飲み込んだり、吸い込んだりしない大きさであること。

⑸ 玩具の容器包装は、口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがないこと。

５ 乳幼児がその中に入ることができる玩具は、閉じ込められた際、その乳幼児が容易に中から脱出できる手段を有すること。

６ 発射体の形状及び構成並びに玩具の運動エネルギーは、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさないものであること。

７⑴ 玩具の表面は、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさない温度であること。

⑵ 玩具に内包する液体又は気体は、玩具から放出された際、乳幼児の生命又は身体に危害を及ぼさない温度及び圧力であること。

８ 音を発する玩具は、最大音量であつても乳幼児の聴力を損ねないこと。

９ 燃焼しにくい材料又は構造のものであること。

10 届出事業者の氏名又は名称が表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により表示されていること。ただし、容器包装の表面の見やすい箇所（製品の表面及び容器
包装の表面に表示することが困難なものにあつては、附属する取扱説明書の見やすい箇所）に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができ、届出
事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。

＜乳幼児用玩具の技術基準（技術基準省令別表第１）＞

＜国際規格への整合（解釈通達別表）＞
以下の規格に適合する製品は、技術上の基準に適合する。 
ISO8124-1:2022及びISO8124-2:2023、EN71-1:2014+A1:2018及びEN71-2:2020又はASTM F963-23（4.1、4.2、4.5から4.19、4.21から
4.28及び4.30から4.41に限る。） 
なお、技術上の基準を満たす解釈は、これに限定されるものではなく、十分な技術的根拠があれば技術上の基準に適合していると判断し得るものである。 
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